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分
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訓
令
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平
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十

一

年
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外

　

　

三
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二

十

九
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令
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分
県
公
印
規
程
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改
正
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分
県
電
子
署
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規
程
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一
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改
正
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
法
制
審
議
会
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

　
　
　
　
　
　
　

訓
　
　
令
　
　
甲

　
　
　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
訓
令
甲

　
　
　
　
　
　
　
警

察

本

部

訓

令

大
分
県
青
少
年
対
策
本
部
設
置
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
七
十
号

　

大
分
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
告
示
第
八
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正

　

第
二
条
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　

（
閲
覧
場
所
）

第
二
条　

開
発
登
録
簿
閲
覧
所
（
以
下
「
閲
覧
所
」
と
い
う
。
）
は
、
開
発
区
域
を
所
管
す
る
土
木
事
務
所

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

二
八

　

（
以
下
「
土
木
事
務
所
」
と
い
う
。
）
内
と
す
る
。

　

第
六
条
中
「
所
属
長
」
を
「
土
木
事
務
所
の
長
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
所
属
長
」
を
「
土
木
事
務
所
の
長
」
に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
訓
　
　
令
　
　
甲

大
分
県
訓
令
甲
第
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　
　
　
　

庁　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地　

方　

機　

関　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各　
　

か　
　

い　

　

大
分
県
公
印
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
大
分
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正　

　

別
表
第
一
中

「

大
分
県
何
部
長
印

方
21
何
部
主
管
課
長

」
を

大
分
県

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…部

長
印

大
分
県
国
民
文
化

祭
・
障
害
者
芸
術

文
化
祭
局
長
印

方
21
企
画
・
広
報
課

長

大
分
県
国
民
文
化

祭
・
障
害
者
芸
術

文
化
祭
局
長
印

「

大
分
県
何
部
長
印

方
21
何
部
主
管
課
長

　

に

大
分
県

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…



平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

二

…
…
…
…部

長
印

」

「

大
分
県
大
分
県
税

事
務
所
長
印

方
21

大
分
県
税
事
務

所
自
動
車
税
管

理
室
長

１



　
大
分
県
税

事
務
所
自
動

車
税
管
理
室

専
用

２



　
番
号
を
付

け
る
｡

」
を

大
分
県
大
分

県
税

事
務

所
長
印

（１

）

「

大
分
県
大
分
県
税

事
務
所
長
印

方
21

１



　
大
分
県
税

事
務
所
自
動

車
税
管
理
室

長

２



　
大
分
県
税

事
務
所
佐
伯

納
税
事
務
所

長

３



　
大
分
県
税

事
務
所
豊
後

大
野
納
税
事

務
所
長

１



　
大
分
県
税

事
務
所
自
動

車
税
管
理
室

専
用

２



　
大
分
県
税

事
務
所
佐
伯

納
税
事
務
所

専
用

３



　
大
分
県
税

事
務
所
豊
後

大
野
納
税
事

務
所
専
用

４



　
番
号
を
付

け
る
｡

」
に
、

「

大
分
県
大
分
県
税

事
務
所
金
銭
出
納

員
印

方
18

大
分
県
税
事
務

所
自
動
車
税
管

理
室
の
金
銭
出

納
員

１



　
大
分
県
税

事
務
所
自
動

車
税
管
理
室

専
用

２



　
番
号
を
付

け
る
｡

」
を

大
分
県
大
分
県

税
事
務
所
金
銭

出
納
員
印

（１

）

「

大
分
県
大
分
県
税

事
務
所
金
銭
出
納

方
18

１



　
大
分
県
税

事
務
所
自
動

車
税
管
理
室

の
金
銭
出
納

１



　
大
分
県
税

事
務
所
自
動

車
税
管
理
室

専
用

大
分
県
報
号
外
（
訓
令
甲
）

員
印

　
員

２



　
大
分
県
税

事
務
所
佐
伯

　

納
税
事
務
所

の
金
銭
出
納

員

３



　
大
分
県
税

事
務
所
豊
後

大
野
納
税
事

務
所
の
金
銭

出
納
員

２



　
大
分
県
税

事
務
所
佐
伯

納
税
事
務
所

　
専
用

３



　
大
分
県
税

事
務
所
豊
後

大
野
納
税
事

務
所
専
用

４


　
番
号
を
付

け
る
｡

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　
　
　
　

庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地　

方　

機　

関

　

大
分
県
電
子
署
名
規
程
（
平
成
十
五
年
大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正　

　

第
二
条
第
三
号
中
「
組
織
規
則
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
部
長
（
局
長
を
含
む
。
）
」
を
「
大
分
県
部

等
設
置
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
大
分
県
条
例
第
七
十
一
号
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
部
そ
の
他
の
内
部
組
織
の

長
及
び
会
計
管
理
局
長
」
に
改
め
る
。

　

別
表
中
部
長
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

会
計
管
理
者

会
計
管
理
局
主
管
課
長

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
七
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　
　
　
　

庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地　

方　

機　

関

大
分
県
大
分
県

税
事
務
所
長

印

（１　
３

）

～

大
分
県
大
分
県
税

事
務
所
金
銭
出
納

員
印

（１　
３

）

～



平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

三

大
分
県
報
号
外
（
訓
令
甲
）

　

大
分
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正

　

第
二
条
第
十
号
中
「
部
局
」
を
「
部
そ
の
他
の
内
部
組
織
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
号
中
「
国
民
文
化
祭

・
障
害
者
芸
術
文
化
祭
局
及
び
」
を
削
る
。

　

別
表
第
一
中

「

施
設
整
備
課

企
画
・
広
報
課

事
業
推
進
課

（
施
整)

（
国
障
企
広
）

（
国
障
事
推
）

」
を

「

施
設
整
備
課

（
施
整
）

」
に
、

「

佐
伯
県
税
事
務
所

豊
後
大
野
県
税
事
務
所

（
佐
税
）

（
大
野
税
）

」
を

「

大
分
県
税
事
務
所
佐
伯
納
税
事
務
所

大
分
県
税
事
務
所
豊
後
大
野
納
税
事
務
所

（
大
税
佐
）

（
大
税
豊
大
）

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　
　
　
　

庁　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地　

方　

機　

関　

　

大
分
県
法
制
審
議
会
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
訓
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正　

　

目
次
中
「
会
長
の
専
決
」
を
「
専
決
」
に
、
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
・
第
十
条
」
に
、
「
第
十
条
―
第

十
二
条
」
を
「
第
十
一
条
―
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
三
項
第
一
号
中
「
次
長
」
を
「
審
議
監
」
に
改
め
る
。

　

「
第
四
章　

会
長
の
専
決
」
を
「
第
四
章　

専
決
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
も
の
」
の
下
に
「
（
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
規
則
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
当
然
必
要
と

さ
れ
る
規
定
の
整
理
に
係
る
規
則
の
改
正
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
四
章
中
第

九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
副
会
長
の
専
決
）

第
十
条　

副
会
長
は
、
審
議
会
に
付
議
さ
れ
た
事
案
の
う
ち
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
規
則
の
制
定
又
は
改

廃
に
伴
い
当
然
必
要
と
さ
れ
る
規
定
の
整
理
に
係
る
規
則
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
専
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　
　
　
　

庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地　

方　

機　

関

　

大
分
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
年
大
分
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
副
知
事　
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正　

　

第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
十
人
」
を
「
九
人
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
十
一
人
」
を
「
十

人
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
（
局
）
」
を
「
そ
の
他
の
内
部
組
織
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
の
北
大
分
臼
杵
地
区
安
全
衛
生
協
議
会
の
項
中
「
大
分
県
税
事
務
所
」
の
下
に
「
（
大
分

市
）
」
を
加
え
、
同
表
の
佐
伯
地
区
安
全
衛
生
協
議
会
の
項
中
「
佐
伯
県
税
事
務
所
」
を
「
大
分
県
税
事
務



平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

四

大
分
県
報
号
外
（
訓
令
甲
・
教
育
委
訓
令
甲
・
警
察
本
部
訓
令
）

所
佐
伯
納
税
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
の
豊
後
大
野
地
区
安
全
衛
生
協
議
会
の
項
中
「
豊
後
大
野
県
税
事
務

所
」
を
「
大
分
県
税
事
務
所
豊
後
大
野
納
税
事
務
所
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
訓
　
　
令
　
　
甲

　
教
育
委
員
会
訓
令
甲

　
警

察

本

部

訓

令

大
分
県
訓
令
甲
第
十
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
十
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知　

事　

部　

局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教　
　

育　
　

庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

警　

察　

本　

部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
四
号

　

大
分
県
青
少
年
対
策
本
部
設
置
規
程　

平
成
十
三
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号　

の
一
部
を
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
四
号

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事
職
務
代
理
者　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大

分

県

副

知

事
　

二　

日　

市　
　
　

具　
　
　

正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　
　

分　
　

県　
　

教　
　

育　
　

委　
　

員　
　

会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
長　
　

石　
　
　

川　
　
　

泰　
　
　

三

　

第
六
条
第
一
項
中
「
協
議
す
る
」
を
「
の
協
議
並
び
に
青
少
年
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
協
議
、
調
整

及
び
研
究
を
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
を
削
り
、
第
八
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

別
表
第
二
を
削
る
。

　

別
表
第
三
中
「
第
七
条
」
を
「
第
六
条
」
に
、
「
常
任
幹
事
長
」
を
「
幹
事
長
」
に
、
「
常
任
幹
事
」
を

「
幹
事
」
に
、
「
警
察
本
部
生
活
安
全
部
少
年
課
長
」
を
「
警
察
本
部
生
活
安
全
部
人
身
安
全
・
少
年
課

長
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
二
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

⎱   ⎱

⎱   ⎱

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


